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第２章　組　　　織
　（学部）
第�３条　本学に，次の学部を置く。
　　　　現代生活学部　 子ども学部　 国際教養学部
２�　前項の学部に置く学科及びその収容定員は，次の

通りとする。
　　現代生活学部
　　　人間栄養学科	 入学定員� 50人
	 編入学定員３年次� ４人
	 収容定員� 208人
　　子ども学部
　　　子ども学科	 入学定員� 70人
	 編入学定員３年次� ５人
	 収容定員� 290人
　　国際教養学部
　　　国際教養学科	 入学定員� 50人
	 編入学定員３年次� ５人
	 収容定員� 210人
３　本学に，次の課程を置く。
　�　教職課程
　　この課程については別に定めるところによる。
第�３条の２　本学に，大学院を置く。
２�　前項の大学院については，中国学園大学大学院学

則の定めるところによる。

第３章　職員組織
　（職員）
第�４条　本学に，学長，副学長，教授，准教授，講

師，助教，事務職員，技術職員及びその他必要な職
員を置く。
　（事務局）
第５条　本学に，事務局を置く。
２　事務局に関し必要な事項は，別に定める。

第４章　評議会及び教授会
　（評議会）
第６条　本学に，評議会を置く。
２�　評議会は，学長，副学長，学部長，事務局長，事

務部長，教学・アドミッション部長，学生支援部
長，学園広報部長，図書館長をもって組織する。た
だし，必要ある時は，その他の職員を加えることが
できる。
３�　評議会は，全学に係わる次の事項を審議する。
　⑴　教育研究の組織・体制の基本事項に関すること
　⑵　教育研究環境の整備に関すること
　⑶　学則その他重要な規程の制定改廃に関すること
　⑷　教員の重要な役職者の人事に関すること
　⑸　教育職員人事の基準及び調整に関すること
　⑹　学生の定員に関すること
　⑺　学生の生活，身分に関する重要事項
　⑻　学部及びその他機関の連絡調整に関すること
　⑼　学長が諮問する事項

Ⅰ．中国学園大学学則

第１章　総　　　則
　（目的）
第�１条　本学は教育基本法及び学校教育法の規定及び

本学園の自律創世の教学理念に基づき，地域との連
携を取りながら，豊かな人間性と専門的能力を備え
た社会人を養成することを目的とする。
２�　本学の設置する学部・学科における人材の養成に

関する目的，その他教育研究の目的は次のとおりと
する。

　⑴　現代生活学部人間栄養学科
　　�　現代生活学部は，現代及び将来の生活に必要な

知識と技術を創造し，これを社会へ提供しなが
ら，自主性に富む人格を育成することを目的とす
る。

　　�　人間栄養学科は，人の栄養に関わる新しい知識
と技能を創造し，人の健全な食生活について企
画・管理・指導できる管理栄養士を養成すること
を目標とする。

　⑵　子ども学部子ども学科
　　�　子ども学部は，子ども学の研究を通して現代社

会における子ども支援に多面的に貢献できる人材
の育成を目的とする。

　　�　子ども学科は，地域との連携の中で深い子ども
理解を基礎として子どもの文化・社会の向上と子
どもの保育・教育の発展に資する実践的能力を涵
養することを目標とする。

　⑶　国際教養学部国際教養学科
　　�　国際教養学部は，グローバル社会で求められる

知識力，情操力，意思力，情報発信力，行動力か
ら成る統合的資質・能力である「国際教養」を備
えた人材の育成を目的とする。

　　�　国際教養学科は，高い英語と日本語の統合的コ
ミュニケーション能力に基づいて，地域から世界
に発信し，地域及び国際舞台で活躍できる企業
人・社会人を育成することを目標とする。

　（自己点検・評価）
第�２条　本学は，その教育研究の向上を図り，前条の

目的を達成するため，教育研究活動等の状況につい
て自ら点検及び評価を行うとともに，その結果を公
表するものとする。
２�　前項の点検及び評価に関する事項は別に定める。
　（教育内容等の改善）
第�２条の２　本学は，授業内容および方法の改善を図

るための委員会を設け，研修および研究を実施す
る。
２　前項の委員会については，別に定める。
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　⑽　その他大学運営に関する重要な事項
４　その他必要な事項は，別に定める。
　（教授会）
第７条　大学に教授会を置く。
２�　教授会は，学部長，学科長および専任の教授で構

成する。
３�　前項の規定にかかわらず教授会が必要と認めた場

合には，専任の准教授，講師および助教を加えるこ
とができる。ただし，必要ある時は，その他の職員
を加えることができる。
４�　教授会は，学長が次に掲げる事項について決定を

行うに当たり意見を述べる。
　⑴　学生の入学，卒業及び課程の修了
　⑵　学位の授与
　⑶�　前二号に掲げるもののほか，教育研究に関する

重要な事項で，教授会の意見を聴くことが必要な
ものとして学長が定めるもの

５�　教授会は，前項に規定するもののほか，学長お
よび学部長（以下この項において「学長等」とい
う。）がつかさどる教育研究に関する事項について
審議し，および学長等の求めに応じ，意見を述べる
ことができる。
６　教授会に関しその他必要な事項は，別に定める。

第５章　学年，学期及び休業日
　（学年）
第�８条　学年は，4月１日に始まり，翌年３月31日に

終わる。
　（学期）
第�９条　学年を次の２期に分ける。
　　　　前期　４月１日から９月20日まで
　　　　後期　９月21日から翌年３月31日まで
　（休業日）
第10条　休業日は，次のとおりとする。
　⑴　土曜日・日曜日
　⑵　国民の祝日に関する法律に定める日
　⑶　本学の創立記念日　６月16日
　⑷　夏期休業　８月１日から９月20日まで
　⑸　冬期休業　12月25日から翌年１月７日まで
　⑹　春期休業　３月21日から３月31日まで
２�　必要がある場合は，学長は，前項の休業日を変更

し，又は臨時の休業日を定めることができる。
３�　学長は，必要があると認める場合は，休業日にお

いても臨時の授業日を設けることができる。

第６章　修業年限及び在学年限
　（修業年限）
第�11条　学部の修業年限は，４年とする。
　（最長在学年限）
第�12条　学生は８年を超えて在学することができな

い。ただし，編入学，転入学および再入学した学生
は，その者の在学すべき年数の２倍に相当する年数

を超えて在学することができない。

第７章　入　　　学
　（入学の時期）
第�13条　入学の時期は，学年の始めとする。ただし，

転入学及び再入学については，学期の始めとするこ
とができる。
　（入学資格）
第�14条　本学に入学することのできる者は，次の各号

の一に該当する者とする。
　⑴�　高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
　⑵�　通常の課程による12年の学校教育を修了した者
　⑶�　外国において学校教育における12年の課程を修

了した者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の
指定した者

　⑷�　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を
有するものとして認定した在外教育施設の当該課
程を修了した者

　⑸�　文部科学大臣の指定した者
　⑹�　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大
学入学資格検定に合格した者を含む。）

　⑺�　大学において，個別の入学資格審査により，高
等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者で，18歳に達した者

　⑻�　専修学校の高等課程で文部科学大臣が別に指定
するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し
た者

　（入学の出願）
第�15条　本学への入学を志願する者は，本学所定の書

類に検定料を添えて提出しなければならない。提出
の時期･方法･提出書類等については，別に定める。
　（入学者の選考）
第�16条　前条の入学志願者については，別に定めると

ころにより，選考を行う。
　（入学手続きおよび入学許可）
第�17条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受け

た者は，所定の期日までに，所定の書類を提出する
とともに，所定の入学料等を納付しなければならな
い。
２�　学長は，前項の入学手続きを完了した者に入学を

許可する。
　（編入学・転入学・再入学）
第�18条　次の各号のいずれかに該当する者で，本学へ

の編入学を志願する者の入学の許可は，選考のうえ
教授会の議を経て学長がこれを行う。

　⑴　大学を卒業した者
　⑵　短期大学を卒業した者
　⑶　高等専門学校を卒業した者
　⑷�　高等学校（中等教育学校の後期課程含む）の専

攻科の課程（修業年限が２年以上であること）を
修了した者（学校教育法（昭和22年法律第26号）
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することがある。
　⑶�　実験・実習及び実技については，45時間の授業

をもって１単位とする。ただし，30時間の授業を
もって１単位とすることがある。

　⑷�　前項の規定にかかわらず，卒業論文（又は卒業
研究）･グル−プ研究についてはそれに必要な学修
等を考慮して，単位数を定めることがある。

　（単位の授与）
第�21条　授業科目を履修し，その試験に合格した者に

は，所定の単位を与える。
２　履修の方法については別に定める。
３�　単位の認定は，試験，論文，報告書その他によっ

て行う。
４　試験に関して必要な事項は別に定める。
　（他学部における授業科目の履修等）
第�21条の２　教育上有益と認めるときは，学生が他学

部において開設する授業科目を履修させることがで
きる。
２�　前項の規定による他学部において開設する授業科

目の履修および単位の修得等に関し必要な事項は，
別に定める。
　（他大学等における授業科目の履修等）
第�22条　教育上有益と認めるときは，他の大学，専門

職大学又は短期大学との協議に基づき，学生に当該
他大学又は短期大学等の授業科目を履修させること
ができる。
２�　前項の規定により履修した授業科目について修得

した単位については，教授会の議に基づき，60単位
を限度として卒業要件単位として認めることができ
る。
　（大学以外の教育施設等における学修）
第�23条　教育上有益と認めるときは，短期大学又は高

等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大
臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履
修とみなし，単位を与えることができる。
２�　前項により与えることができる単位数は，前条に

より本学において修得したものとみなす単位数と合
わせて60単位を超えないものとする。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第�24条　教育上有益と認めるときは，学生が入学する

前に大学，専門職大学又は短期大学において履修し
た授業科目について修得した単位（科目等履修によ
り修得した単位を含む。）を，本学における授業科
目の履修により修得したものとみなすことができ
る。
２�　教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学す

る前に行った前条第１項に規定する学修を，本学に
おける授業科目の履修とみなし，単位を与えること
ができる。
３�　前２項により修得したものとみなし，又は与える

ことのできる単位数は，編入学，転入学等の場合を
除き，本学において修得した単位以外のものについ

第90条第１項に規定する者に限る。）
　⑸�　学校教育法（昭和22年法律第26号）第132条に規

定する専修学校の専門課程を修了した者
　⑹�　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11

号）附則第７条に定める従前の規程による学校の
課程を修了し，又はこれらの学校を卒業した者

２�　他の大学に在学している者，外国の大学に在学し
ている者及び外国の大学の課程を有するものとして
当該外国の学校教育制度において位置付けられた教
育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの
の当該課程に在学している者（学校教育法第90条第
１項に規定する者に限る。）で，本学への転入学を
志願する者の入学の許可は，選考のうえ教授会の議
を経て学長がこれを行う。
３�　願出により退学した者で再入学を願出た者の入学

の許可は，選考のうえ教授会の議を経て学長がこれ
を行う。
４�　前３項の規定により入学を許可された者の既修得

単位の取扱い及び在学すべき年数は，学部長が決定
する。

第８章　教育課程および履修方法等
　（授業科目）
第�19条　授業科目を分けて，教養教育科目及び専門教

育科目とする。
２�　各授業科目および単位数は別表１，別表６および

別表10のとおりとする。
　（授業の方法）
第�19条の２　授業は，講義，演習，実験，実習若しく

は実技のいずれかにより又はこれらの併用により行
うものとする。
２�　本学は，文部科学大臣が別に定めるところによ

り，前項の授業を，多様なメディアを高度に利用し
て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる
ことができる。
３�　前項の授業の方法により履修した授業科目につい

て修得した単位については，卒業の要件として修得
すべき単位数のうち60単位を超えないものとする。
４�　本学は，文部科学大臣が別に定めるところによ

り，第１項の授業の一部を，校舎および附属施設以
外の場所で行うことができる。
５　第２項に関する規程は，別に定める。
　（単位計算方法）
第�20条　授業科目の単位計算方法は，１単位の授業科

目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成す
ることとし，授業の方法に応じ次の基準によるもの
とする。

　⑴�　講義については，15時間の授業をもって１単位
とする。ただし，30時間の授業をもって１単位と
することがある。

　⑵�　演習については，30時間の授業をもって１単位
とする。ただし，15時間の授業をもって１単位と
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ければならない。
２�　学長は，学生の学業成績が著しく不振であると認

める場合は，学部での議を経て，当該学生に対して
退学を勧告することができる。
３�　前項に関し，必要な事項は別に定める。
　（除籍）
第�33条　次の各号のいずれかに該当する者は，教授会

の議を経て，学長が除籍する。
　⑴�　授業料等の納付を怠り，督促してもなお納付し

ない者
　⑵�　第12条に定める在学年限を超えた者
　⑶�　第29条第２項に定める休学期間を超えてなお修

学できない者
　⑷�　死亡又は長期間にわたり行方不明の者

第10章　卒業及び学位
　（卒業）
第�34条　本学に４年以上在学し別に定める授業科目お

よび単位数を修得した者については，教授会の議を
経て，学長が卒業を認定する。
２�　学長は，卒業を認定した者に対して，卒業証書を

授与する。
　（学位）
第�35条　卒業した者は，学士の学位を授与する。
　現代生活学部	 人間栄養学科	 学士（栄養学）
　子ども学部	 子ども学科	 学士（子ども学）
　国際教養学部	 国際教養学科	 学士（国際教養）

第11章　賞　　　罰
　（表彰）
第�36条　学生として表彰に価する行為があった者は，

教授会及び評議会の議を経て，学長が表彰すること
ができる。
　（懲戒）
第�37条　本学の規則に違反し，又は学生としての本分

に反する行為をした者は，教授会および評議会の議
を経て，学長が懲戒する。
２�　前項の懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とす

る。
３�　前項の退学は，次の各号のいずれかに該当する者

に対して行う。
　⑴�　性行不良で改善の見込みがない者
　⑵�　正当な理由がなくて出席常でない者
　⑶�　本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に

著しく反した者

第12章　研究生，科目等履修生および外国人留学生
　（研究生）
第�38条　本学において，特定の専門事項について研究

することを志願する者があるときは，学部の教育研
究に支障のない場合に限り，選考のうえ，研究生と
して入学を許可することがある。

ては，合わせて60単位を超えないものとする。な
お，編入学，転入学等の場合に与えることのできる
単位数は，70単位を超えないものとする。
　（本学以外での履修の許可）
第�25条　本学学生にして，前２条に定める大学等で授

業科目の履修を希望する者は，教授会の許可を得な
ければならない。
　（本学以外で履修した科目及び単位の取り扱い）
第�26条　本学以外で修得した科目および単位の取り扱

いに関する詳細は，別に定める。
　（成績の評価基準）
第�27条　授業科目の試験の成績は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，

Ｆ，の５段階の評語をもって表わし，Ｄ以上を合格
とする。
２　成績と評価基準は，次のとおりとする。
	 成　績	 評　価
	 100−90点	 Ａ
	 89−80	 Ｂ
	 79−70	 C
	 69−60	 D
	 59−０	 F

第９章　休学・転学・留学および退学
　（休学）
第�28条　疾病その他特別の理由により２ヵ月以上修学

することができない者は，学部長の許可を得て休学
することができる。
２�　疾病のため修学することが適当でないと認められ

るものについては，学部長は休学を命ずることがで
きる。
　（休学期間）
第�29条　休学期間は，１年以内とする。ただし，特別

の理由がある場合は，引き続き休学期間の延長を認
めることができる。
２�　休学期間は，通算して４年を超えることができな

い。
３�　休学期間は，第12条の在学期間に算入しない。
４�　休学期間中にその理由が消滅した場合は，学部長

の許可を得て復学することができる。
　（転学）
第�30条　他の大学への入学又は転入学を志願しようと

する者は，学長の許可を受けなければならない。
　（留学）
第�31条　外国の大学又は短期大学で学修することを志

願する者は，学部長の許可を得て留学することがで
きる。
２�　前項の許可を得て留学した期間は，第11条に定め

る在学期間に含めることができる。
３�　第27条の規定は，外国の大学又は短期大学へ留学

する場合に準用する。
　（退学）
第�32条　退学しようとする者は，学長の許可を受けな
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６�　授業料等未納者の休学，退学および卒業は認めな
い。
　（学年の中途で卒業する場合の授業料等）
第�45条　学年の中途で卒業する見込みの者は卒業する

見込みの月までの授業料等を納付するものとする。
　（授業料の免除および徴収の猶予）
第�46条　経済的理由によって納付が困難であり，かつ

学業優秀と認める場合又はその他やむを得ない事情
があると認められる場合は，授業料の全部もしくは
一部を免除し，又は徴収を猶予することがある。
２�　前項に関し，必要な事項は別に定める。
　（研究生および科目等履修生等の授業料等）
第�47条　研究生および科目等履修生の検定料および授

業料等については，別に定める。
　（既納の納付金）
第�48条　既納の授業料等，入学料，検定料は原則とし

て返付しない。

第14章　優　待　生
　（優待生）
第�49条　奨学のため，優待生の制度を設ける。
２�　優待生に関する事項は，別に定める。

第15章　図　書　館
　（図書館）
第�50条　本学に，図書館を置く。
２�　図書館に関し必要な事項は，別に定める。

第16章　厚生施設
　（学生寮）
第�51条　本学に学生寮を置く。
２�　学生寮に関する規則は別に定める。

第17章　公開講座
　（公開講座）
第�52条　社会人の教養を高め，文化の向上に資するた

め，本学に公開講座を開設することができる。

第18章　改正および細則
　（改正）
第�53条　本学則の改正は，教授会に諮り評議会の議を

経て行う。
　（細則その他）
第�54条　各規程ほか，本学則施行についての細則その

他必要な事項は，別に定める。

附　　則
１�　この学則は，平成13年12月20日から施行する。
２　この学則は，平成18年４月１日から施行する。
３　この学則は，平成19年４月１日から施行する。
４　この学則は，平成20年４月１日から施行する。
５　この学則は，平成22年４月１日から施行する。

２�　研究生を志願することのできる者は，大学を卒業
した者又はこれと同等以上の学カがあると認められ
た者とする。
３�　研究期間は，１年とする。ただし，特別の理由が

ある場合は，その期間を更新することができる。
　（科目等履修生）
第�39条　本学の学生以外の者で，本学の１又は複数の

授業科目の履修を志願する者があるときは，学部の
教育に支障のない場合に限り，選考のうえ科目等履
修生として入学を許可することがある。
　（外国人留学生）
第�40条　外国人で，大学において教育を受ける目的を

もって入国し，本学に入学を志願する者があるとき
は，選考のうえ，外国人留学生として入学を許可す
ることがある。
２�　前項の外国人留学生に対しては，第19条に掲げる

もののほか，日本語科目及び日本事情に関する科目
を置くことができる。
第�41条　研究生，科目等履修生，特別聴講学生および

外国人留学生に関する規則は，別に定める。

第13章　検定料，入学料および授業料等
第�42条　検定料，入学料および授業料等の額は，次の

とおりとする。
　　　　　検定料	 30,000円
　　　　　入学料	 250,000円
　　　　　授業料等	 下表のとおり

　（授業料等の納期）
第�43条　授業料等の納期は，次のとおりとする。
　　　　前期分　　４月20日
　　　　後期分　　10月20日
　（休学者，退学者，停学者の授業料等）
第�44条　休学者等の授業料等については，次のとおり

とする。
２�　休学した月から復学した月の前月までの期間にお

ける授業料等は免除する。
３�　前期又は後期の中途において，退学したとき，又

は退学処分を受けたときは，当該期分の授業料等を
徴収する。
４�　停学期間中の授業料等は徴収する。
５�　前期又は後期の中途において，復学又は入学した

者は，復学又は入学した月から当該期末までの授業
料等を復学又は入学した月に納付しなければならな
い。

学部
項目 現代生活学部 子ども学部 国際教養学部

授 業 料 500,000円 500,000円 590,000円

教育充実費 200,000円 200,000円 200,000円

施設設備費 300,000円 200,000円 200,000円
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６　この学則は，平成23年４月１日から施行する。
７　この学則は，平成27年４月１日から施行する。
８　この学則は，平成28年４月１日から施行する。
９　この学則は，平成29年４月１日から施行する。
10　この学則は，平成30年４月１日から施行する。
11　この学則は，平成31年４月１日から施行する。
12　この学則は，令和２年４月１日から施行する。
13　この学則は，令和３年４月１日から施行する。
14　この学則は，令和５年４月１日から施行する。
15　この学則は，令和６年８月１日から施行する。
16　この学則は，令和７年４月１日から施行する。
　�　ただし，現代生活学部人間栄養学科，子ども学部

子ども学科の収容定員は第３条２項の規定にかかわ
らず，令和７年度から令和９年度までは次のとおり
定める。

17　この学則は，令和８年４月１日から施行する。

学部・学科
収　容　定　員

令和７年度 令和８年度 令和９年度

現代生活学部
人間栄養学科 298名 268名 238名

子ども学部
子ども学科 380名 350名 320名

学則の細則

　学則第19条および学則第34条に基づく授業科目を別
表１・別表６・別表10に示し，卒業および資格等につ
いて定める。
　（卒業）
第�１条　本学を卒業するためには，学生は４年以上在

学し下表に定める単位を修得しなければならない。

学部・学科 教養教育
科目

専門教育
科目

教養及び
専門教育科目

現代生活学部
人間栄養学科 18 以上 89 以上 18 以上

子ども学部
子ども学科 18 以上 89 以上 18 以上

国際教養学部
国際教養学科 16 以上 74 以上 34 以上

　（資格等）
第�２条　本学において取得できる資格・称号及び免許

状は，次のとおりである。

学部・学科 資格・称号及び免許状

現代生活学部
人間栄養学科

栄養士
管理栄養士国家試験受験資格
食品衛生管理者及び食品衛生監視員任用資格
栄養教諭一種免許状
社会福祉主事任用資格

子ども学部
子ども学科

保育士資格
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
放課後児童指導員資格
認定絵本士
准学校心理士資格
社会福祉主事任用資格

国際教養学部
国際教養学科

観光実務士
上級ビジネス実務士（国際ビジネス）
日本語教育課程修了証
社会福祉主事任用資格

　（取得資格１）
第�３条　下記の資格等を取得しようとする者は，下記

の単位を修得し卒業しなければならない。
　１　栄養士免許証
　　　�栄養士免許証を取得しようとする者は，栄養士

法施行規則第９条第１号に規定する教育内容に
基づき本学が別表２に定める所定の単位を修得
することを要する。

　２　管理栄養士国家試験受験資格
　　　�管理栄養士国家試験受験資格を取得しようとす

る者は，管理栄養士学校指定規則第２条第１項
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附�則12　この学則の細則は，平成29年４月１日から施
行する。
附�則13　この学則の細則は，平成30年４月１日から施

行する。
附�則14　この学則の細則は，平成31年４月１日から施

行する。
附�則15　この学則の細則は，令和２年４月１日から施

行する。
附�則16　この学則の細則は，令和３年４月１日から施

行する。
附�則17　この学則の細則は，令和４年４月１日から施

行する。
附�則18　この学則の細則は，令和５年４月１日から施

行する。
附�則19　この学則の細則は，令和６年４月１日から施

行する。
附�則20　この学則の細則は，令和７年４月１日から施

行する。
附�則21　この学則の細則は，令和８年４月１日から施

行する。

第１号に規定する教育内容に基づき本学が別表
３に定める所定の単位を修得することを要す
る。

　３　保育士資格
　　　�保育士を取得しようとする者は，児童福祉法施

行規則第６条の２第１項第３号に規定する教育
内容に基づき本学が別表７に定める所定の単位
を修得することを要する。

　（取得資格２）
第�４条　現代生活学部人間栄養学科に食品衛生法第19

条の17第4項第3号および同法施行令第４条第１号
の定める食品衛生管理者及び食品衛生監視員任用資
格（以下「衛生管理者等」という。）取得のため厚
生労働大臣の指定する養成施設として食品衛生コー
スを置く。
２�　食品衛生コースを修了し本学科を卒業した者は，

衛生管理者等を取得できる。
３�　食品衛生コースを修了するためには，別表４に定

める所定の単位を修得することを要する。
　（教職課程）
第�５条　教員の免許状を得ようとする者は，別に定め

る履修規定に従い必要な教育科目を履修しなければ
ならない。

　�　別表５（栄養教諭一種），別表８（幼稚園教諭一
種），別表９（小学校教諭一種）

附�則１　この学則の細則第５条は，平成17年４月１日
から施行する。

　�　ただし，施行日の前日に在籍する学生にも適用す
る。
附�則２　この学則の細則は，平成18年４月１日から施

行する。
附�則３　この学則の細則は，平成19年４月１日から施

行する。
　�　ただし，施行日の前日に在籍する学生にも適用す

る。
附�則４　この学則の細則は，平成20年４月１日から施

行する。
附�則５　この学則の細則は，平成22年４月１日から施

行する。
附�則６　この学則の細則は，平成23年４月１日から施

行する。
附�則７　この学則の細則は，平成24年４月１日から施

行する。
附�則８　この学則の細則は，平成25年４月１日から施

行する。
附�則９　この学則の細則は，平成26年４月１日から施

行する。
附�則10　この学則の細則は，平成27年４月１日から施

行する。
附�則11　この学則の細則は，平成28年４月１日から施

行する。
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中国学園大学　学位規程

　（目的）
第�１条　この規程は，学位規則（昭和28年文部省令第

９号）及び中国学園大学学則第35条並びに中国学園
大学大学院学則第35条及び第36条に基づき，中国学
園大学が授与する学位について，必要な事項を定め
る。
　（学位）
第２条　大学が授与する学位は，学士，修士とする。
２�　学位は，それぞれの専攻領域に応じ次のとおりと

する。
　現代生活学部人間栄養学科　　　　学士（栄養学）
　子ども学部子ども学科　　　　　　学士（子ども学）
　国際教養学部国際教養学科　　　　学士（国際教養）
　現代生活学研究科人間栄養学専攻　修士（栄養学）
　子ども学研究科子ども学専攻　　　修士（子ども学）
　（学士の学位授与の要件）
第�３条　学士の学位は，本学学則の定めるところによ

り，本学学部の課程を修了した者に授与する。
　（修士の学位授与の要件）
第�４条　修士の学位は，本学大学院学則の定めるとこ

ろにより，本学修士課程を修了した者に援与する。
　（修士の学位授与の申請）
第�５条　修士の学位の授与の申請をする者は，申請書

に学位論文，学位論文の要旨，参考論文のあるとき
は当該参考論文を添え，研究科長を経て学長に申請
するものとする。
２�　前項の申請期限及び修士論文の形式等について

は，研究科委員会で定める。
　（論文審査の付託）
第�６条　学長は，修士論文の提出があったときは，審

査を研究科長に付託する。
２�　研究科長は学長からの付託を受けて，研究科に審

査専門委員会を設ける。
　（修士論文の審査及び学力の確認）
第�７条　修士論文の審査及び学力の確認は審査専門委

員会において審議する。
２�　審査専門委員会は３名以上の大学院担当教員に

よって構成し，うち１名を主査とする。
３�　最終試験は，別途定める審査基準に基づく論文審

査を中心として，これに関連ある科目・分野につい
て口述または筆記により行うものとする。
４�　学位授与の合否は，審査専門委員会より提出され

た報告に基づき研究科委員会で審議し，学長に報告
する。
　（学位記の授与）
第�８条　学長は，教授会並びに研究科委員会の報告に

基づき所定の学位記を授与する。
　（学位の名称）
第�９条　本学の学位を授与された者が，その学位の名

称を用いるときは，「中国学園大学」と付記するも
のとする。
　（学位授与の取り消し）
第�10条　学長は，学位を授与された者が，不正の方法

により学位の授与を受けた事実が判明したとき，又
はその名誉を汚辱する行為があったときは，教授会
の議を経て当該学位を取り消すことができる。
２�　学長は，前項の規程に基づき当該学位を取り消し

たときは，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表
するものとする。
　（雑則）
第�11条　この規程に定めるもののほか必要な事項は，

学士の学位については教授会において，修士の学位
については研究科委員会において別にこれを定め
る。

附　　則
１　この規程は平成14年４月１日から施行する。
２　この規程は平成18年４月１日から施行する。
３　この規程は平成23年４月１日から施行する。
４　この規程は平成27年４月１日から施行する。
５　この規程は令和５年５月16日から施行する。
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履修規程（教員免許状取得）

１．教員免許状
　１�）教員免許状を取得しようとする者は，教育者に

ふさわしい確固たる自覚と信念をもって別に定め
る単位を履修しなければなりません。

　２�）本学で取得可能な教員免許状は栄養教諭一種免
許状・幼稚園教諭一種免許状・小学校教諭一種免
許状です。取得しようとする者は，以下の要件の
いずれをも満たすことが必要です。

　　①�卒業に必要な単位を取得すること
　　　別表１，別表６
　　②�栄養教諭一種免許状取得には，管理栄養士学校

指定規則第２条第１号の規定に基づき，本学が
定める所定の単位を取得すること　別表３

　　③�教育職員免許法および同法施行規則に定める所
定の単位を取得すること

　　　別表５，別表８，別表９
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別表１

現代生活学部人間栄養学科　教育課程

区
分 　授　業　科　目　 必修

単位
選択
単位 備　　考 区

分 　授　業　科　目　 必修
単位

選択
単位 備　　考

教　
　
　

養　
　
　

教　
　
　

育　
　
　

科　
　
　

目

日 本 語 表 現 2 ⎞
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
⎠

4単位
選択必修

専　
　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　
　

教　
　
　
　
　
　
　

育　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　

目

食 品 衛 生 学 実 験 1
心 理 学 2 基 礎 栄 養 学 Ⅰ 2
倫 理 学 2 基 礎 栄 養 学 Ⅱ 2
社 会 学 2 栄 養 学 実 習 1
日 本 国 憲 法 2 応 用 栄 養 学 Ⅰ 2
科 学 の 基 礎 1 ⎞

｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
⎠

6単位
選択必修

応 用 栄 養 学 Ⅱ 2
基 礎 化 学 2 応 用 栄 養 学 実 習 1
基 礎 生 物 学 2 応 用 栄 養 学 Ⅲ 2
化 学 2 栄 養 教 育 論 Ⅰ 2
生 物 学 2 栄 養 教 育 論 Ⅱ 2
生 活 と 情 報 処 理 2 栄 養 教 育 実 習 Ⅰ 1
情 報 処 理 演 習 Ⅰ 1 栄 養 教 育 実 習 Ⅱ 1
情 報 処 理 演 習 Ⅱ 1 カウンセリング論 2
数理・データサイエンス・AI 2 食 行 動 学 2
AI 時代のわたしの見つけ方 2 臨 床 栄 養 学 総 論 2
英 語 Ⅰ 2 臨床栄養学各論Ⅰ 2
英 語 Ⅱ 2 臨床栄養学各論Ⅱ 2
英 語 Ⅲ 2 ） 2単位

選択必修
臨床栄養学実習Ⅰ 1

韓 国 語 2 臨床栄養学実習Ⅱ 1
体 育 講 義 1 栄養マネジメント 2
体 育 実 技 1 公 衆 栄 養 学 Ⅰ 2
ファーストイヤーセミナー 1 公 衆 栄 養 学 Ⅱ 2

専　
　

門　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

人 間 の 科 学 2 ） 2単位
選択必修

公衆栄養学実習Ⅰ 1
人 と 環 境 2 給食経営管理論Ⅰ 2
公 衆 衛 生 学 Ⅰ 2 給食経営管理論Ⅱ 2
公 衆 衛 生 学 Ⅱ 2 給食管理基礎実習 1
公 衆 衛 生 学 実 習 1 給 食 管 理 実 習 Ⅰ 1
健 康 管 理 概 論 2 食 品 流 通 論 2
社 会 福 祉 概 論 2 総 合 演 習 1
介 護・看 護 演 習 1 管理栄養士実務演習 1
解 剖 生 理 学 Ⅰ 2 給 食 管 理 実 習 Ⅱ 1
解 剖 生 理 学 Ⅱ 2 臨床栄養学実習Ⅲ 1
解 剖 生 理 学 実 験 1 給 食 管 理 実 習 Ⅲ 1
細胞生理化学実験 1 臨床栄養学実習Ⅳ 1
生 化 学 Ⅰ 2 公衆栄養学実習Ⅱ 1
生 化 学 Ⅱ 2 栄 養 セ ミ ナ ー Ⅰ 1
生 化 学 実 験 1 栄養セミナーⅡＡ 1
医 学 概 論 2 栄養セミナーⅡＢ 1
病 理 学 2 栄養セミナーⅢＡ 1
微 生 物 学 2 ⎞

｜｜
⎠

2単位
選択必修

栄養セミナーⅢＢ 1
運 動 生 理 学 2 栄養セミナーⅣＡ 1
人 間 発 達 学 2 栄養セミナーⅣＢ 1
食 品 学 Ⅰ 2 食 生 活 論 2
食 品 学 Ⅱ 2 食 生 活 演 習 Ⅰ 1
食 品 学 Ⅲ 2 食 生 活 演 習 Ⅱ 1
食 品 学 基 礎 実 験 1 フードコーディネート論 2
食 品 学 実 験 1 食 文 化 調 査 演 習 1
調 理 学 2 管理栄養士演習Ⅰ 1
調 理 学 実 習 Ⅰ 1 管理栄養士演習Ⅱ 1
調 理 学 実 習 Ⅱ 1 管理栄養士専門演習 1
調 理 学 実 験 1
食 品 衛 生 学 2 計 78 80
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別表2

栄養士免許証

栄養士法施行規則 本学の開設科目

教　育　内　容
単　位　数

科　　目　　名
単　位　数

講義又は
演 習

実験又は
実 習

講義又は
演 習

実験又は
実 習

社会生活と健康 4

4

公衆衛生学Ⅰ 2
健康管理概論 2

社会生活と健康の小計 4 0

人体の構造と機能 8

解剖生理学Ⅰ 2
解剖生理学実験 1
生化学Ⅰ 2
生化学実験 1
医学概論 2
病理学 2

人体の構造と機能の小計 8 2

食 品 と 衛 生 6

食品学Ⅰ 2
食品学Ⅱ 2
食品学基礎実験 1
食品衛生学 2
食品衛生学実験 1

食品と衛生の小計 6 2

栄 養 と 健 康 8

10

基礎栄養学Ⅰ 2
栄養学実習 1
応用栄養学Ⅰ 2
応用栄養学実習 1
臨床栄養学総論 2
臨床栄養学各論Ⅰ 2
臨床栄養学実習Ⅰ 1
臨床栄養学実習Ⅱ 1

栄養と健康の小計 8 4

栄 養 の 指 導 6

栄養教育論Ⅰ 2
栄養教育論Ⅱ 2
栄養教育実習Ⅰ 1
栄養教育実習Ⅱ 1
公衆栄養学Ⅰ 2
公衆栄養学実習Ⅰ 1

栄養の指導の小計 6 3

給 食 の 運 営 4

調理学 2
調理学実習Ⅱ 1
給食経営管理論Ⅰ 2
給食管理実習Ⅰ 1
給食管理実習Ⅱ 1

給食の運営の小計 4 3
36 14 小　　計 36 14

50 合　　計 50



12

別表３

管理栄養士国家試験受験資格
管理栄養士学校指定規則 本学開設科目

区　分 教　育　内　容
単　位　数

科　　目　　名
単　位　数

講義又は
演　　習

実験又は
実　　習

講義又は
演　　習

実験又は
実　　習

専　
　
　
　

門　
　
　
　

教　
　
　
　

育　
　
　
　

科　
　
　
　

目

専　
　
　

門　
　
　

基　
　
　

礎　
　
　

分　
　
　

野

社 会 ・ 環
境 と 健 康 6

⎞
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
⎠

10

公衆衛生学Ⅰ 2
公衆衛生学Ⅱ 2
公衆衛生学実習 1
健康管理概論 2

小計 6 1

人 体 の 構 造 と
機 能 及 び 疾 病
の 成 り 立 ち

14

細胞生理化学実験 1
解剖生理学Ⅰ 2
解剖生理学Ⅱ 2
解剖生理学実験 1
生化学Ⅰ 2
生化学Ⅱ 2
生化学実験 1
医学概論 2
病理学 2
微生物学 2

小計 14 3

食 べ 物 と 健 康 8

食品学Ⅰ 2
食品学Ⅱ 2
食品学基礎実験 1
食品学実験 1
調理学 2
調理学実習Ⅰ 1
調理学実習Ⅱ 1
調理学実験 1
食品衛生学 2
食品衛生学実験 1

小計 8 6

専　
　
　
　

門　
　
　
　

分　
　
　
　

野

基 礎 栄 養 学 2
⎞
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
⎠

8

基礎栄養学Ⅰ 2
基礎栄養学Ⅱ 2
栄養学実習 1

小計 4 1

応 用 栄 養 学 6

応用栄養学Ⅰ 2
応用栄養学Ⅱ 2
応用栄養学実習 1
応用栄養学Ⅲ 2

小計 6 1

栄 養 教 育 論 6

栄養教育論Ⅰ 2
栄養教育論Ⅱ 2
栄養教育実習Ⅰ 1
栄養教育実習Ⅱ 1
食行動学 2

小計 6 2

臨 床 栄 養 学 8

臨床栄養学総論 2
臨床栄養学各論Ⅰ 2
臨床栄養学各論Ⅱ 2
臨床栄養学実習Ⅰ 1
臨床栄養学実習Ⅱ 1
栄養マネジメント 2

小計 8 2

公 衆 栄 養 学 4
公衆栄養学Ⅰ 2
公衆栄養学Ⅱ 2
公衆栄養学実習Ⅰ 1

小計 4 1

給食経営管理論 4

給食経営管理論Ⅰ 2
給食経営管理論Ⅱ 2
給食管理基礎実習 1
給食管理実習Ⅰ 1
食品流通論 2

小計 6 2

総 合 演 習 2
総合演習 1
管理栄養士実務演習 1

小計 2 0

臨 地 実 習 4

給食管理実習Ⅱ 1
臨床栄養学実習Ⅲ 1
給食管理実習Ⅲ 1 ⎞

⎠臨床栄養学実習Ⅳ 1 2
公衆栄養学実習Ⅱ 1

小計 0 4
60 22 小計 64 23

82 合計 87
※臨地実習のうち，給食管理実習Ⅲ，臨床栄養学実習Ⅳ，公衆栄養学実習Ⅱの３科目については，このうち２科目（２単位）を履修すること（必修）。



13

別表４

食品衛生管理者及び食品衛生監視員任用資格

基本科目名 左記科目に該当する
申請科目名　　　　 選択別 単位数

Ａ群　化学関係 有機化学 基礎化学 選 2

化学 必 2

Ｂ群　生物化学関係 生物化学 生化学Ⅰ 必 2

生化学Ⅱ 必 2

生化学実験 必 1

食品化学 食品学Ⅱ 必 2

生理学 解剖生理学Ⅰ 必 2

解剖生理学Ⅱ 必 2

解剖生理学実験 必 1

生物学 必 2

Ｃ群　微生物学関係 微生物学 微生物学 必 2

Ｄ群　公衆衛生学関係 公衆衛生学 公衆衛生学Ⅰ 必 2

公衆栄養学Ⅰ 必 2

食品衛生学 食品衛生学 必 2

食品衛生学実験 必 1

衛生行政学 公衆衛生学Ⅱ 選 2

最低取得単位数小計（A+B+C+D） 25

Ｅ群　その他関連科目 ●必修科目

　・6科目各2単位 12

　　�食品学Ⅰ，基礎栄養学Ⅰ，応用栄養学Ⅰ，応
用栄養学Ⅱ，臨床栄養学総論，臨床栄養学各
論Ⅰ

　・3科目各1単位 3

　　�食品学基礎実験，食品学実験，栄養学実習

●選択科目

　・4科目各2単位 8

　　�医学概論，病理学，食品学Ⅲ，食品流通論

最低取得単位数小計 15

最低取得単位数合計（A+B+C+D+E） 40
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別表５

栄養教諭一種免許状
　免許状取得のためには，卒業に必要な単位を修得すると共に下表の科目・単位を修得することが必要です。

第
66
条
の
６
に
定
め
る
科
目

免許法施行規則 単位数 本学開設教養教育科目 単位数 単位数

日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２

８ ８

体育 ２
体育講義
体育実技

１
１

外国語コミュニケーション ２ 英語Ⅰ ２

数理，データ活用及び人工
知能に関する科目又は情報
機器の操作

２
生活と情報処理

２

栄
養
に
係
る
教
育
に
関
す

る
科
目

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する本学開設専門科目

４

25

栄養に係る教育に関する�
科目

４

学校栄養教育指導法Ⅰ
学校栄養教育指導法Ⅱ

２
２

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

教育の基礎的理解に関する�
科目

８

教育原理　＊
教職概論
教育心理学
特別支援教育概論
教育課程総論

2
2
2
2
2

21道徳，総合的な学習の時間
等の内容及び生徒指導，教
育相談等に関する科目

６

総合的な学習の時間及び特別活動の指導法
教育方法学
生徒指導の理論と方法
教育相談

2
2
１
２

栄養教育実習 ２
学校栄養教育実習研究
学校栄養教育実習

１
１

教職実践演習 ２ 教職実践演習（栄養教諭） 2

合計単位数 30

＊教育に関する社会的，制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）を含む。
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別表６

子ども学部子ども学科　教育課程

区
分 授　業　科　目 必修

単位
選択
単位 備　　考 区

分 授　業　科　目 必修
単位

選択
単位 備　　考

教　
　
　

養　
　
　

教　
　
　

育　
　
　

科　
　
　

目

日 本 語 表 現 ２

専　
　

門　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

算 数 ２
芸 術 ２ 生 活 ２
心 理 学 ２ 音 楽 ２
倫 理 学 ２ 図 画 工 作 ２
社 会 学 ２ 体 育 ２
日 本 国 憲 法 ２ 基 礎 音 楽 Ａ １
人 権 教 育 論 ２ 基 礎 音 楽 Ｂ １
現 代 環 境 論 ２ 社 会 ２
自 然 科 学 概 論 ２ 理 科 ２
生 活 と 情 報 処 理 ２ 家 庭 ２
数理･データサイエンス･AI ２ 英 語 ２
AI 時代のわたしの見つけ方 ２ 国 語 科 教 育 法 ２
英 語 Ⅰ ２ 社 会 科 教 育 法 ２
英 語 Ⅱ ２ 算 数 科 教 育 法 ２
英 語 Ⅲ ２ ⎞

｜｜
｜｜
⎠

２単位
選択必修

理 科 教 育 法 ２
韓 国 語 ２ 生 活 科 教 育 法 ２
中 国 語 ２ 音 楽 科 教 育 法 ２
体 育 講 義 １ 図画工作科教育法 ２
体 育 実 技 １ 体 育 科 教 育 法 ２
ファーストイヤーセミナー ２ 家 庭 科 教 育 法 ２

専　
　

門　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

現代子ども学入門 １ 英 語 科 教 育 法 ２
課 題 研 究 Ⅰ １ 道 徳 教 育 指 導 論 ２
課 題 研 究 Ⅱ １ 児 童 英 語 演 習 １
卒 業 研 究 Ⅰ ２ 教 育 原 理 ２
卒 業 研 究 Ⅱ ２ 教 育 史 ２
基礎学力養成セミナーⅠ １ ） １単位

選択必修
教 育 方 法 学 ２

子ども学実践演習Ⅰ １ 保 育 者 論 ２
基礎学力養成セミナーⅡ １ ） １単位

選択必修
教 育 心 理 学 ２

子ども学実践演習Ⅱ １ 教育・保育課程総論 ２
総合教養養成セミナーⅠ ２ ⎞

｜｜
｜｜
｜｜
⎠

２単位
選択必修

保 育 内 容 総 論 １
総合教養養成セミナーⅡ ２ 特 別 支 援 教 育 ２
子ども学実践演習Ⅲ １ 教 職 概 論 ２
子ども学実践演習Ⅳ １ 特別活動・総合的な学習の時間の指導法 ２
子ども学実践研究Ⅰ １ 生徒指導 ･ 進路指導の理論と方法 ２
子ども学実践研究Ⅱ １ 子 ど も と 健 康 １
子ども学実践研究Ⅲ １ 子どもと健康指導法 ２
子 ど も と お や つ １ 子どもと人間関係 １
子 ど も と 絵 本 Ⅰ ２ 子どもと人間関係指導法 ２
子 ど も と 絵 本 Ⅱ ２ 子 ど も と 環 境 １
子 ど も と 楽 器 １ 子どもと環境指導法 ２
子 ど も と 手 芸 １ 子 ど も と 言 葉 １
子 ど も と ダ ン ス １ 子どもと言葉指導法 ２
障 害 児 援 助 論 ２ 子 ど も と 表 現 １
子ども家庭支援の心理学 ２ 子どもと表現指導法 ２
子どもの理解と援助 １ 子 ど も と 音 楽 １
幼児理解の理論と方法 ２ 子どもと音楽研究 １
教 育 社 会 学 ２ 子 ど も と 造 形 １
教 育 相 談 ２ ICT活用の理論と実践 １
国 語 ２ 保育･教職実践演習（幼･小） ２
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専　
　

門　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

教 育 実 習 研 究 A １

専　
　

門　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

障 害 児 保 育 ２
教 育 実 習 A ４ 地 域 福 祉 論 ２
教 育 実 習 研 究 B １ 保 育 計 画 Ⅰ １
教 育 実 習 B ４ 保 育 計 画 Ⅱ １
社 会 福 祉 ２ 保 育 所 実 習 Ⅰ ２
子ども家庭支援論 ２ 保 育 所 実 習 Ⅱ ２
子 育 て 支 援 １ 保 育 実 習 研 究 Ⅰ ２
子 ど も 家 庭 福 祉 ２ 施 設 実 習 ２
保 育 原 理 ２ 施 設 実 習 研 究 １
社 会 的 養 護 Ⅰ ２ 保 育 実 習 Ⅲ ２
社 会 的 養 護 Ⅱ １ 保 育 実 習 研 究 Ⅱ １
子 ど も の 保 健 ２ 学 童 保 育 論 ２
子どもの健康と安全 １ 学 童 保 育 方 法 論 ２
子どもの食と栄養Ⅰ １ 学 童 保 育 実 習 Ⅰ ２
子どもの食と栄養Ⅱ １ 学 童 保 育 実 習 Ⅱ ２
乳 児 の 保 育 Ⅰ ２ 学童保育実習研究 １
乳 児 の 保 育 Ⅱ １ 計 18 203
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別表７

保育士養成課程（児童福祉法施行規則告示との対比表）

告示による教科目 本学における教科の開設状況等
備考

系　列 教科目 授業形態 単位数 左に対応して開設
されている教科目

授業
形態

単位数
必修 選択 計

教養科目

外国語，体
育以外の科
目

不問 6以上

日本語表現 講義 ２ ２
芸術 講義 ２ ２
心理学 講義 ２ ２
倫理学 講義 ２ ２
社会学 講義 ２ ２
日本国憲法 講義 ２ ２
人権教育論 講義 ２ ２
現代環境論 講義 ２ ２
自然科学概論 講義 ２ ２
生活と情報処理 講義 ２ ２
数理・データサイエンス・AI 講義 ２ ２
AI 時代のわたしの見つけ方 演習 ２ ２
ファーストイヤーセミナー 演習 ２ ２

外国語 演習 2以上

英語Ⅰ 演習 ２ ２
英語Ⅱ 演習 ２ ２
英語Ⅲ 演習 ２ ２
韓国語 演習 ２ ２
中国語 演習 ２ ２

体育
講義 1 体育講義 講義 1 １
実技 1 体育実技 実技 1 １

合　計 10 単位以上
2 36 38

38 単位（≧ 10 単位）

告示別表第１による教科目 本学における教科の開設状況等
備考

系　列 教科目 授業形態 単位数 左に対応して開設
されている教科目

授業
形態

単位数
必修 選択 計

保育の本質・
目的に関す
る科目

保育原理 講義 2 保育原理 講義 2 2
教育原理 講義 2 教育原理 講義 2 2
子ども家庭福祉 講義 2 子ども家庭福祉 講義 2 2
社会福祉 講義 2 社会福祉 講義 2 2
子ども家庭支援論 講義 2 子ども家庭支援論 講義 2 2
社会的養護Ⅰ 講義 2 社会的養護Ⅰ 講義 2 2
保育者論 講義 2 保育者論 講義 2 2

保育の対象
の理解に関
する科目

保育の心理学 講義 2 教育心理学 講義 2 2
子ども家庭支援の心理学 講義 2 子ども家庭支援の心理学 講義 2 2
子どもの理解と援助 演習 1 子どもの理解と援助 演習 1 1
子どもの保健 講義 2 子どもの保健 講義 2 2

子どもの食と栄養 演習 2
子どもの食と栄養Ⅰ 演習 1 1
子どもの食と栄養Ⅱ 演習 1 1

保育の内容・
方法に関す
る科目

保育の計画と評価 講義 2 教育・保育課程総論 講義 2 2
保育内容総論 演習 1 保育内容総論 演習 1 1

保育内容演習 演習 5

子どもと健康 演習 1 1
子どもと人間関係 演習 1 1
子どもと環境 演習 1 1
子どもと言葉 演習 1 1
子どもと表現 演習 1 1
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保育の内容・
方法に関す
る科目

保育内容の理解と方法 演習 4

基礎音楽Ａ 演習 1 1
子どもと造形 演習 1 1
子どもとダンス 演習 1 1
子どもと楽器 演習 1 1

乳児の保育Ⅰ 講義 2 乳児の保育Ⅰ 講義 2 2
乳児の保育Ⅱ 演習 1 乳児の保育Ⅱ 演習 1 1
子どもの健康と安全 演習 1 子どもの健康と安全 演習 1 1
障害児保育 演習 2 障害児保育 演習 2 2
社会的養護Ⅱ 演習 1 社会的養護Ⅱ 演習 1 1
子育て支援 演習 1 子育て支援 演習 1 1

保育実習
保育実習Ⅰ 実習 4

保育所実習Ⅰ 実習 2 2
施設実習 実習 2 2

保育実習指導Ⅰ 演習 2 保育実習研究Ⅰ 演習 2 2
総合演習 保育実践演習 演習 2 保育・教職実践演習（幼・小） 演習 2 2

合　計 51 単位
51 51

51 単位

告示別表第２による教科目 本学における教科の開設状況等
備考

系　列 教科目 授業形態 単位数 左に対応して開設さ
れている教科目

授業
形態

単位数
必修 選択 計

保育の本質・
目的に関す
る科目

各指定保育士養成施設にお
いて設定

15
以上

教育史 講義 2 2
教育相談 講義 2 2
地域福祉論 講義 2 2

保育の対象の理
解に関する科目 幼児理解の理論と方法 講義 2 2

保育の内容・
方法に関す
る科目

教育方法学 講義 2 2
保育計画Ⅰ 演習 1 1
保育計画Ⅱ 演習 1 1
子どもと健康指導法 講義 2 2
子どもと人間関係指導法 講義 2 2
子どもと環境指導法 講義 2 2
子どもと言葉指導法 講義 2 2
子どもと表現指導法 講義 2 2
子どもと絵本Ⅰ 演習 2 2
子どもと絵本Ⅱ 演習 2 2
子どもと手芸 演習 1 1
子どもと音楽 演習 1 1
子どもと音楽研究 演習 1 1
基礎音楽Ｂ 演習 1 1
子どもとおやつ 演習 1 1
障害児援助論 講義 2 2

保育実習

保育実習Ⅱ又
は保育実習Ⅲ 実習 ２

保育所実習Ⅱ 実習 2 2
保育実習Ⅲ 実習 2 2

保育実習指導Ⅱ又
は保育実習指導Ⅲ 演習 １

施設実習研究 演習 1 1
保育実習研究Ⅱ 演習 1 1

合　計 18 単位以上
39 39

39 単位（≧ 18 単位）
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本学における教科の開設状況等
備考

保育士資格取得科目ではないが，学校独自の科目
として開設されている教科目

左に対応して開設さ
れている教科目

授業
形態

単位数
必修 選択 計

現代子ども学入門 講義 1 1
課題研究Ⅰ 演習 1 1
課題研究Ⅱ 演習 1 1
卒業研究Ⅰ 演習 2 2
卒業研究Ⅱ 演習 2 2
基礎学力養成セミナーⅠ 演習 1 1
子ども学実践演習Ⅰ 演習 1 1
基礎学力養成セミナーⅡ 演習 1 1
子ども学実践演習Ⅱ 演習 1 1
総合教養養成セミナーⅠ 演習 2 2
総合教養養成セミナーⅡ 演習 2 2
子ども学実践演習Ⅲ 演習 1 1
子ども学実践演習Ⅳ 演習 1 1
子ども学実践研究Ⅰ 講義 1 1
子ども学実践研究Ⅱ 講義 1 1
子ども学実践研究Ⅲ 講義 1 1
教育社会学 講義 2 2
国語 講義 2 2
算数 講義 2 2
生活 講義 2 2
音楽 講義 2 2
図画工作 講義 2 2
体育 講義 2 2
社会 講義 2 2
理科 講義 2 2
家庭 講義 2 2
英語 講義 2 2
国語科教育法 講義 2 2
社会科教育法 講義 2 2
算数科教育法 講義 2 2
理科教育法 講義 2 2
生活科教育法 講義 2 2
音楽科教育法 講義 2 2
図画工作科教育法 講義 2 2
体育科教育法 講義 2 2
家庭科教育法 講義 2 2
英語科教育法 講義 2 2
道徳教育指導論 講義 2 2
児童英語演習 演習 1 1
特別支援教育 講義 2 2
教職概論 講義 2 2
特別活動・総合的な学習の時間の指導法 講義 2 2
生徒指導・進路指導の理論と方法 講義 2 2
ICT活用の理論と実践 演習 1 1
教育実習研究Ａ 実習 1 1
教育実習Ａ 実習 4 4
教育実習研究Ｂ 実習 1 1
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保育士資格取得科目ではないが，学校独自の科目
として開設されている教科目

教育実習Ｂ 実習 4 4
学童保育論 講義 2 2
学童保育方法論 講義 2 2
学童保育実習Ⅰ 実習 2 2
学童保育実習Ⅱ 実習 2 2
学童保育実習研究 演習 1 1

合　　計 0 93 93
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別表８

幼稚園教諭一種免許状
　免許状取得のためには，卒業に必要な単位を修得すると共に下表の科目・単位を修得することが必要です。

第
66
条
の
６
に

定

め

る

科

目

免許法施行規則 単位数 本学開設教養教育科目 単位数 単位数
日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２

8 8
体育 ２ 体育講義 １

体育実技 １
外国語コミュニケーション ２ 英語Ⅰ ２
数理，データ活用及び人工知能に
関する科目又は情報機器の操作 ２ 生活と情報処理 ２

領
域
及
び
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する本学開設専門教育科目

16

51
以上

領域に関する専
門的事項

健康

16

子どもと健康 １
人間関係 子どもと人間関係 １
環境 子どもと環境 １
言葉 子どもと言葉 １
表現 子どもと表現 １

保育内容の指導法
（情報機器及び教材の活用を含
む。）

子どもと健康指導法 ２
子どもと人間関係指導法 ２
子どもと環境指導法 ２
子どもと言葉指導法 ２
子どもと表現指導法 ２
保育内容総論 １
保育計画Ⅰ １※
保育計画Ⅱ １※
子どもと楽器 １※

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

教育の基礎的理解に関する科目 10

教育原理 ２

25

教育史 ２※
保育者論 ２
教育社会学 ２
教育心理学 ２
子ども家庭支援の心理学 ２※
特別支援教育 ２
教育・保育課程総論 ２

道徳，総合的な学習の時間等の指
導法及び生徒指導，教育相談等に
関する科目

４

教育方法学 ２
ICT活用の理論と実践 １※
幼児理解の理論と方法 ２
教育相談 ２

教育実習 ５ 教育実習Ａ ４
教育実習研究Ａ １

教職実践演習 ２ 保育・教職実践演習（幼・小） ２

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

14

子どもと絵本Ⅰ ２※
子どもと絵本Ⅱ ２※
子どもと手芸 １※
子どもとダンス １※
基礎音楽Ａ １※
基礎音楽Ｂ １※
障害児援助論 ２※
子どもと音楽 １※
子どもと音楽研究 １※
子どもと造形 １※
地域福祉論 ２※
子どもとおやつ １※

合計単位数 59
注１）　日本国憲法，体育講義，体育実技，英語Ⅰ，生活と情報処理は必修です。
注２）　専門教育科目は，必修41単位・選択必修※の中から10単位以上　合計51単位以上修得すること。
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別表９

小学校教諭一種免許状
　免許状取得のためには，卒業に必要な単位を修得すると共に下表の科目・単位を修得することが必要です。

第
66
条
の
６
に

定

め

る

科

目

免許法施行規則 単位数 本学開設教養教育科目 単位数 単位数
日本国憲法 2 日本国憲法 2

8 8
体育 2 体育講義 1

体育実技 1
外国語コミュニケーション 2 英語Ⅰ 2
数理，データ活用及び人工知能に
関する科目又は情報機器の操作 2 生活と情報処理 2

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する本学開設専門教育科目

30

60
以上

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国語（書写を含む。）

30

国語 ２※ａ
社会 社会 ２※ａ
算数 算数 ２※ａ
理科 理科 ２※ａ
生活 生活 ２※ａ
音楽 音楽 ２※ａ
図画工作 図画工作 ２※ａ
家庭 家庭 ２※ａ
体育 体育 ２※ａ
外国語 英語 ２※ａ

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技

術
の
活
用
を
含
む
。）

国語（書写を含む。） 国語科教育法 ２
社会 社会科教育法 ２
算数 算数科教育法 ２
理科 理科教育法 ２
生活 生活科教育法 ２
音楽 音楽科教育法 ２
図画工作 図画工作科教育法 ２
家庭 家庭科教育法 ２
体育 体育科教育法 ２
外国語 英語科教育法 ２

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

教育の基礎的理解に関する科目 10

教育原理 ２

30

教育史 ２※
教職概論 ２
教育社会学 ２
教育心理学 ２
子ども家庭支援の心理学 ２※
特別支援教育 ２
教育・保育課程総論 ２

道徳，総合的な学習の時間等の指導
法及び生徒指導，教育相談等に関す
る科目

10

道徳教育指導論 ２
特別活動・総合的な学習の時間の指導法 ２
教育方法学 ２
ICT活用の理論と実践 １
生徒指導・進路指導の理論と方法 ２
教育相談 ２

教育実習 ５ 教育実習Ｂ ４
教育実習研究Ｂ １

教職実践演習 2 保育・教職実践演習（幼・小） ２
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

2

障害児援助論 ２※
基礎音楽Ａ １※
基礎音楽Ｂ １※
児童英語演習 １※

合計単位数 67
注１）　※は，選択科目
注２）�　日本国憲法，体育講義，体育実技，英語Ⅰ，生活と情報処理は必修です。
注３）　専門教育科目は，必修50単位及び選択必修※aの中から10単位以上，合計60単位以上修得すること。
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別表10

国際教養学部国際教養学科　教育課程

区
分 授　業　科　目 必修

単位
選択
単位 備　　考 区

分 授　業　科　目 必修
単位

選択
単位 備　　考

教　
　

養　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

心 理 学 2

12
単
位
以
上

専　
　

門　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

日
本
語
・
日
本
文
化
分
野

日 本 語 教 授 法 2

合
計
38
単
位
以
上

自 然 科 学 概 論 2 日本語教育実践研究 2
日 本 国 憲 法 2 日 本 語 教 育 特 論 2
現 代 環 境 論 2 美 し い 日 本 語 2
倫 理 学 2 日 本 事 情 2
社 会 学 2 アカデミック・ジャパニーズⅠ 2
体 育 講 義 1 アカデミック・ジャパニーズⅡ 2
体 育 実 技 1 アカデミック・ジャパニーズⅢ 2
中 国 語 2 アカデミック・ジャパニーズⅣ 2
韓 国 語 2

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
分
野

会 計 学 2
総 合 英 語 2 現 代 ビ ジ ネ ス 論 2
数理･データサイエンス・AI 2 経 営 戦 略 論 2
AI時代のわたしの見つけ方 2 ブ ラ ン ド 戦 略 論 2
ファーストイヤーセミナーⅠ 2 ビジネスプランニング 2
ファーストイヤーセミナーⅡ 2 マーケティング論 2

専　
　

門　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

国
際
教
養
基
幹
科
目

実 践 英 語 Ⅰ 4 データサイエンス 2
岡 山 学 2 フードマーケティング論 2
プレゼンテーション技法 2 地 域 経 済 学 2
比 較 文 化 論 2 情 報 処 理 Ⅱ 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 社 会 調 査 の 基 礎 2
日 本 文 化 論 2 ビジネス・ディスカッション技法 2
経 営 学 入 門 2 国 際 経 営 論 2

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
分
野

ラ イ テ ィ ン グ 2 レジャー・リゾート論 2
時 事 英 語 2 観 光 総 論 2
英語プレゼンテーション 2 観 光 実 務 2
英語ディスカッション 2

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
科
目

基 礎 ゼ ミ Ⅰ 2
ビジネス・イングリッシュ 2 基 礎 ゼ ミ Ⅱ 2
観 光 英 語 Ａ 2 専 門 ゼ ミ Ⅰ 2
観 光 英 語 Ｂ 2 専 門 ゼ ミ Ⅱ 2
実 践 英 語 Ⅱ 2 専 門 ゼ ミ Ⅲ 2
実 践 英 語 Ⅲ 2 専 門 ゼ ミ Ⅳ 2
歌 で 学 ぶ 英 語 2 卒 業 研 究 4
英 語 学 概 論 2

キ
ャ
リ
ア
教
育
科
目

キャリア研究論（リーダー講義） 2
英 語 文 学 概 論 2 キャリア・デザイン 2
映 画 で 学 ぶ 英 語 2 ビ ジ ネ ス 実 務 2
リ ー デ ィ ン グ 2 簿 記 入 門 2
地域研究（海外） 2 英 語 資 格 演 習 Ⅰ 2
国 際 関 係 論 2 英 語 資 格 演 習 Ⅱ 2

日
本
語
・
日
本
文
化
分
野

日 米 関 係 2 インターンシップ（短期） 2
日・アセアン関係 2 インターンシップ（中長期） 4
日 本 の 伝 統 文 化 2

留
学

夏 季 語 学 留 学 2
日 本 の 食 文 化 2 春 季 語 学 留 学 2
日 本 の 文 学 2 セ メ ス タ ー 留 学 12
日 本 語 学 概 論 2 国 内 語 学 研 修 2
日 本 語 教 育 概 論 2 計 38 154
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に貢献する志と自己研鑽する意識を持つことができ
る。

【カリキュラム・ポリシー】
○�教養教育科目に加え，専門教育科目を「専門基礎分

野」，「専門分野」，「専門関連分野」の３区分に
分けて設置しています。教養教育科目では，学びの
基礎となる知識や学修方法を修得します。専門教育
科目では，栄養士免許と管理栄養士国家試験受験資
格取得に必要な科目を修得し，健康に関して科学的
根拠に基づいた提案ができる管理栄養士を育成しま
す。

○�講義と実習科目を段階的に組み合わせ，管理栄養士
として必要な知識と技能を体系的に修得します。ま
た，臨地実習では，病院・福祉施設，保健所・保健
センター，学校・給食センターなどの実習先を配置
することにより，多岐にわたる管理栄養士へのニー
ズに応えられる適応力と実践的な視点・態度を身に
つけます。

○�４年間の専門科目学修の総まとめを行い，管理栄養
士としての基盤を完成させます。また，知識と実践
力の集大成として卒業研究を行います。

【アドミッション・ポリシー】
○栄養学の専門家である管理栄養士を目指す人
○食べ物や食文化，健康について興味や関心がある人
○�食を通じて人や地域とふれあい，人生を豊かにした

いと希望している人
○�栄養学を広く学びそれにより自己実現を志向してい

る人

子ども学部子ども学科
【ディプロマ・ポリシー】
　教学の理念のもと，「知識・情操・意思」をバラン
スよく備え，豊かな人間性と専門的能力を身につけた
保育者・教育者を養成します。所定の単位を修得した
学生に学士（子ども学）を授与します。学士力とは，
「知識・理解」「思考・問題解決能力」「技能」「態
度」から成ります。
＜知識・理解＞
　保育や教育等に関する幅広い教養と専門的知識を修
得し，子どもに関わる様々な場面で主体的に活用する
ことができる。
＜思考・問題解決能力＞
　子どもに関わる様々な場面から，主体的に問題を見
いだし，問題解決の方法を探究し，計画を立てて実践
し，振り返って次の問題の発見・解決につなげていく
ことができる。
＜技能＞
　保育や教育等に関する専門的技能を修得し，子ども
に関わる様々な場面で主体的に活用することができ

中国学園大学３つのポリシー

中国学園大学
【ディプロマ・ポリシー】
　中国学園大学は，「自律創世」を教学の理念として
います。「知識・情操・意思」をバランスよく備え，
豊かな人間性と専門的能力を身につけた人材を養成し
ます。
　このような人材を養成するため，所定の期間在学
し，所属学部において定める学士力を身につけ，所定
の単位を修得した学生に学位を授与します。

【カリキュラム・ポリシー】
　中国学園大学は，「自律創世」の教学の理念に基づ
くディプロマ・ポリシーに掲げる学士力を養成するた
めに，教養教育科目，専門教育科目およびその他必要
とする科目を体系的に配置した教育課程を編成してい
ます。

【アドミッション・ポリシー】
　中国学園大学は，ディプロマ・ポリシーに掲げる学
士力を身につけた人材を養成するために必要な，基礎
的な知識・技能とともに，思考力，判断力，表現力，
協調性および主体的に学ぶ態度を高等学校等における
学習を通して身につけた，意欲にあふれる人を多様な
入試方法により受け入れます。

現代生活学部人間栄養学科
【ディプロマ・ポリシー】
　人の栄養に関する必要な幅広い知識と技術を身につ
け，人間性豊かな人格を兼ね備えるとともに，人々の
健康の保持・増進に貢献できる人材を養成します。所
定の単位を修得した学生に学士（栄養学）を授与しま
す。
＜知識・理解＞
　栄養に関する専門的知識を有し，技量等を統合して
健康の維持増進や疾病予防・治療に応用できる。
＜思考・問題解決能力＞
　全人的な観点から対象者を理解し，科学的根拠に基
づいた論理的思考および判断ができ，ライフステージ
の特性に応じた健康の維持増進，疾病予防・治療に貢
献できる。
＜技能＞
　対象者の栄養状態を的確に評価することができ，他
職種と連携して問題解決のための栄養ケア計画および
栄養指導・支援ができる。
＜態度＞
　職業人としての倫理を身につけ，人権，人格を尊重
し，行動することができる。また，豊かな人間性と社
会性を持ち合わせ，信頼される管理栄養士として社会
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国際教養学部国際教養学科
【ディプロマ・ポリシー】
　「自律創世」の教学の理念のもと，社会が直面する
諸問題の解決に必要とされる幅広い知識・分析スキル
およびコミュニケーション力を身につけて，グローバ
ルな社会に貢献できる人材を養成します。所定の単
位を修得した学生に学士（国際教養）を授与します。
学士力とは，「知識・理解」「思考・問題解決能力」
「技能」「態度」からなります。
＜知識・理解＞
　社会の構造的変化の全体的構図を描くために必要と
される幅広い知識を有し，自分の意見（仮説）を形成
し，また討議を通じて意見を調整（検証）する力を備
えている。
＜思考・問題解決能力＞
　身近な地域の問題からグローバルな課題まで考察で
きる思考力と問題解決に向けた調整力を身につけてい
る。
＜技能＞
　コミュニケーション力と，様々な定性的および定量
的データを分析する力を身につけて，意味のある命題
を導くことができる。
＜態度＞
　社会人としての倫理観を身につけ，地球規模の広い
視野と地域に根ざした視点を持ち，他者と協力してグ
ローバルな社会に貢献する態度を有する。

【カリキュラム・ポリシー】
〇�幅広い知識・教養と豊かな人間性を養うことは，コ

ミュニケーション力の基礎になる。そのため，１･２
年次には，人文科学，自然科学，社会科学に関する
科目などを教養教育科目として配置しています。

〇�１年次の教養教育科目では，問題提示と，集団討議
を通して意見形成を図る初年次セミナー科目を設け
ています。

〇�専門教育科目のうち国際教養基幹科目として，社会
的ニーズがますます高まっている実践的英語力と情
報スキルを高める必修科目を設けています。

〇�専門教育科目では，「英語コミュニケーション分
野」，「日本語・日本文化分野」，「国際ビジネス分
野」の３つの分野に属する科目を配置しています。

〇�専門教育科目では，実践的な課題解決に取り組むな
かで，学術的な理論・技能を修得するゼミ形式の科
目を配置しています。

〇�専門教育課程においても，幅広い知識を修得できる
ように，学生は上記の３分野の横断的履修を可能に
しています。

〇�４年次には，学部教育の集大成として卒業研究に取
り組みます。実践的な課題解決に向けて解決策を見
つけて，論理的に説明できる力の修得を目指しま
す。

る。
＜態度＞
　子どもに関わる様々な場面において，子どもの最善
の利益を実現するために，主体性を持って多様な人々
と協働して問題解決を図ろうとする。

【カリキュラム・ポリシー】
○�教学の理念のもと，ディプロマ・ポリシーに掲げた

学士力を養成するために，教養教育科目及び専門教
育科目により教育課程を編成しています。

〇�主に＜知識・理解＞に係る学修を実施するため，教
養教育科目には，「人間と生活」「人間と科学」
「生活と情報」「外国語」「体育」「初年次教育」
の６教育内容にわたる科目を設置し，幅広い知識と
深い教養を身につけます。また，専門教育科目の教
育内容「子どもの理解」には，子どもを理解する基
盤となる理論的知識を修得できる授業科目を設置し
ています。

〇�主に＜思考・問題解決能力＞に係る学修を実施する
ため，専門教育科目の教育内容「子ども学の探求」
には，子ども学に関する授業科目を全ての学年で設
置し，卒業研究に結実させます。３年次以降の科目
は卒業必修科目として実施します。

〇�主に＜技能＞＜態度＞に係る学修を実施するため，
専門教育科目の教育内容「学士力の養成」には，全
教育課程を通して修得していく学士力の基礎と，専
門分野に特化した具体的な学士力を身につけるため
の授業科目を実施します。また，専門教育科目の教
育内容「子どもと教科及び基礎技能」「子どもの教
育」「子どもの生活支援」には，演習を中心に保育
や教育等に関する実践力を身につけるための授業科
目を設置しています。

〇�講義，演習，実習形式を適切に組み合わせて授業を
実施します。グループ・ディスカッション，ディ
ベート，グループ・ワーク等の能動的学修を，より
効果的なものとするため少人数教育を実施します。

〇�授業科目ごとの学修成果の評価は，シラバスに提示
している方法によって厳正に実施します。ディプロ
マ・ポリシーの到達度は，GPAを活用して評価しま
す。GPAは表彰等における基礎資料とします。

【アドミッション・ポリシー】
〇�教学の理念のもと，豊かな人間性の涵養に努め，保

育や教育等について専門的に学びたいという意欲の
ある人

〇�保育や教育等に関する教育課程を学修するために必
要な，基礎的な知識・技能とともに，思考力，判断
力，表現力，協調性および主体的に学ぶ態度を有し
ている人

〇�保育や教育等に関する専門的能力を身につけた保育
者・教育者となり，社会に貢献したいという願いを
持っている人
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【アドミッション・ポリシー】
〇�社会を取り巻く技術革新，人口動態，生活様式，地

球環境などの諸変化のなかで，企業・組織がどのよ
うな方策で発展を図っているかに興味を抱く人

〇�国際的コミュニケーション力を身につけて，グロー
バルに活躍したいと考えている人

〇�日本の文化や言語に関心を持ち，深く学びたい人
〇�自ら課題を見つけ，能動的に解決していく過程で，

実践的知識を身につけてグローバルな社会に貢献し
たいと考えている人




